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第111期( 2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 10,182 6,074 6,074 3,504 38,860 32,463 74,827 △380 90,704
当 期 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立 159 △159 － －
剰 余 金 の 配 当 △799 △799 △799
当 期 純 利 益 3,375 3,375 3,375
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △10 △10 22 12
土地再評価差額金の取崩 215 215 215
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － 159 － 2,620 2,780 22 2,803
当 期 末 残 高 10,182 6,074 6,074 3,664 38,860 35,084 77,608 △357 93,507

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差　額　金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 16,220 1,437 17,658 108,362
当 期 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立 －
剰 余 金 の 配 当 △799
当 期 純 利 益 3,375
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 12
土地再評価差額金の取崩 215
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 ) △627 △215 △842 △842

当 期 変 動 額 合 計 △627 △215 △842 1,960
当 期 末 残 高 15,593 1,222 16,815 110,323

(単位：百万円)

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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建　物 21年～24年
その他 4 年～20年

重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式につ
いては移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価
格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額について
は、全部純資産直入法により処理しております。

⑵　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記⑴と同じ方法により行っております。
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月
１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおり
であります。

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期
間（５年）に基づいて償却しております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を
耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後
の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利
息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見
積法）により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予
想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
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すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,054百万円であり
ます。

⑵　役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額
を計上しております。

⑶　退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次
のとおりであります。
　過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
　数理計算上の差異：発生年度の翌事業年度に一括損益処理

⑷　睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去
の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

⑸　偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を計上し
ております。

７．ヘッジ会計の方法
⑴　金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティ
ブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を行
いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかど
うかを検証することでヘッジの有効性を評価しております。

⑵　為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処
理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日。）に
規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及
び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション
相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

８．関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託（上場投資信託を除く。）の解約損益については、個別銘柄ごとに投資信託解約益は「有価証券利息配当金」
に、投資信託解約損は「国債等債券償還損」に計上しております。
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会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財
又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
いたしました。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業
年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４
日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用する
ことといたしました。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響
を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金
⑴　当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金　9,179百万円
⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「⑴　貸倒引当金」に記載しております。

②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出
先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、特に返済状況、財務内容又は業績が悪化している
債務者については、経営改善計画等の合理性及び実現可能性を評価して、設定しております。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響は、債務者の経営環境によっては今後数年程度継続し、国内外の経済活動は段階的に回復していくと見込んで
おります。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合、又は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
に関する仮定は不確実であり、今後の状況の変化によって判断を見直した場合には、翌事業年度に係る計算書類における
貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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１．関係会社の株式総額 48百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,561百万円
危険債権額 17,634百万円
三月以上延滞債権額 58百万円
貸出条件緩和債権額 2,415百万円
合計額 25,669百万円

担保に供している資産
有価証券 63,188百万円

担保資産に対応する債務
預金 874百万円
コールマネー 10,000百万円
借入金 49,805百万円

注記事項
（貸借対照表関係）

２．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照
表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債
の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の
未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の
回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに
三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日　内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行され
たことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の
区分等に合わせて表示しております。

３．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手
形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており
ますが、その額面金額は5,701百万円であります。

４．担保に供している資産は次のとおりであります。

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券7,104百万円を差し入れております。
また、その他の資産には、保証金は18百万円及び敷金は256百万円が含まれております。

５．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る
融資未実行残高は140,041百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが133,317百万円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来
のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
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７．有形固定資産の減価償却累計額 11,747百万円
８．有形固定資産の圧縮記帳額 89百万円

33百万円
11．関係会社に対する金銭債権総額 16,580百万円
12．関係会社に対する金銭債務総額 2,016百万円

関係会社との取引による収益
資金運用取引に係る収益総額 125百万円
役務取引等に係る収益総額 5百万円
その他の取引に係る収益総額 0百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 15百万円
役務取引等に係る費用総額 28百万円
その他の取引に係る費用総額 247百万円

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数 摘　要

自己株式
普 通 株 式 723 0 42 680 (注）１、２
合 計 723 0 42 680

が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に
予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま
す。

６．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額につ
いては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　　　　　　　1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める算定方法に
基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格（路線価）を基準として時価を
算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額2,036百万円

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は
3,528百万円であります。

10．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額

（損益計算書関係）

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

(注) １ 自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による０千株であります。
２ 自己株式の株式数の減少42千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分による42千株及び単元未満株式の買増請

求に応じた０千株であります。

－ 6 －



１．売買目的有価証券 (2022年３月31日現在)
当事業年度の損益に含まれた

評価差額（百万円)
売買目的有価証券 △1

２．満期保有目的の債券 (2022年３月31日現在)

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

国債 4,042 4,377 335
地方債 ― ― ―
社債 3,078 3,111 33
その他 309 311 2
小計 7,429 7,801 371

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

国債 2,036 2,007 △29
地方債 ― ― ―
社債 610 602 △8
その他 ― ― ―
小計 2,647 2,609 △38

合 計 10,077 10,410 333

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 (2022年３月31日現在)
貸借対照表計上額

（百万円）
時　価

（百万円）
差　額

（百万円）
子会社・子法人等株式 ― ― ―
関連法人等株式 ― ― ―

合 計 ― ― ―

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 48
関連法人等株式 ―

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」｢地方債」｢社債」｢株式」｢その他の証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれております。

(注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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４．その他有価証券 (2022年３月31日現在)

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　額
（百万円）

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

株式 62,809 41,990 20,819
債券 49,735 48,823 912

国債 16,612 15,979 633
地方債 7,348 7,309 39
社債 25,774 25,534 239

その他 165,987 150,741 15,246
小計 278,532 241,554 36,977

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 32,956 40,879 △7,923
債券 82,195 82,856 △660

国債 57,689 58,135 △445
地方債 3,980 4,001 △21
社債 20,525 20,719 △193

その他 75,323 81,318 △5,994
小計 190,475 205,054 △14,578

合 計 469,008 446,609 22,399

貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式 1,785
組合出資金 1,853

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 10,311 2,428 907
債 券 30,849 23 57

国 債 22,057 22 57
地 方 債 8,764 1 ―
社 債 28 ― ―

そ の 他 41,938 1,050 35
合 計 83,099 3,502 999

(注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）
第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
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その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） (2022年３月31日現在)

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　　額
（百万円）

うち貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

（百万円）

うち貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

（百万円）
その他の金銭の信託 700 700 ― ― ―

繰延税金資産
貸倒引当金 3,716百万円
退職給付引当金 700
減価償却費 1,013
その他 1,104

繰延税金資産小計 6,535
評価性引当額 △2,807
繰延税金資産合計 3,727
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 6,806
繰延税金負債合計 6,806
繰延税金負債の純額 3,078百万円

１株当たりの純資産額 1,655円77銭
１株当たりの当期純利益金額 50円66銭

（金銭の信託関係）

(注) １．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれ

ぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

（１株当たり情報）
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第111期( 2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月31日まで)連結株主資本等変動計算書

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 10,182 6,266 77,055 △380 93,124
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △7 △7
会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高 10,182 6,266 77,048 △380 93,117

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △799 △799
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,486 3,486

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △10 22 12
土地再評価差額金の取崩 215 215
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,891 22 2,914
当 期 末 残 高 10,182 6,266 79,940 △357 96,031

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 17,032 1,437 33 18,503 5,865 117,494
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △9 △16

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高 17,032 1,437 33 18,503 5,856 117,477

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △799
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,486

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 12
土地再評価差額金の取崩 215
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △50 △215 △197 △463 1,381 918

当 期 変 動 額 合 計 △50 △215 △197 △463 1,381 3,832
当 期 末 残 高 16,982 1,222 △164 18,040 7,237 121,310

(単位：百万円)

(注)　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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建　物 21年～24年
その他 4 年～20年

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。
２．連結の範囲に関する事項

⑴　連結される子会社及び子法人等　　　４社
会社名

富山ファースト・ビジネス株式会社
富山ファースト・リース株式会社
富山ファースト・ディーシー株式会社
株式会社富山ファイナンス

⑵　非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

３．持分法の適用に関する事項
該当ありません。

４．開示対象特別目的会社に関する事項
該当ありません。

５．のれんの償却に関する事項
該当ありません。

６．会計方針に関する事項
⑴　商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
⑵　有価証券の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については
時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行
っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

②金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
⑶　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
⑷　固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
当行の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016
年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次の
とおりであります。

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却し
ております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行並びに連結される子
会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

③リース資産
該当ありません。
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⑸　引当金の計上基準
①貸倒引当金

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後
の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利
息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出
条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見
積法）により引き当てております。
上記以外の債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予
想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,054百万円であり
ます。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

②役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属
する額を計上しております。

③睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去
の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

④偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を計上し
ております。

⑹　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基
準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：発生年度の翌連結会計年度に一括損益処理

⑺　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

⑻　重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。
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⑼　重要なヘッジ会計の方法
①金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段として各取引毎に個別対応のデリ
バティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指
定を行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減殺されてい
るかどうかを検証することでヘッジの有効性を評価しております。

②為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の
会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８
日。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動
リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。

⑽　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託（上場投資信託を除く。）の解約損益については、個別銘柄ごとに投資信託解約益は「有価証券利息配当金」
に、投資信託解約損は「その他業務費用」のうち国債等債券償還損に計上しております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を当連
結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会
計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当
該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる当連結会計年度の連結計算書類に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結
会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７
月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
することといたしました。
なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金
⑴　当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

貸倒引当金　　9,546百万円
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破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 5,567百万円
危険債権額 17,634百万円
三月以上延滞債権額 58百万円
貸出条件緩和債権額 2,420百万円
合計額 25,681百万円

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「６．会計方針に関する事項」「⑸　引当金の計上基準」「①貸倒引当金」に記載しておりま
す。

②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出
先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、特に返済状況、財務内容又は業績が悪化している
債務者については、経営改善計画等の合理性及び実現可能性を評価して、設定しております。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響は、債務者の経営環境によっては今後数年程度継続し、国内外の経済活動は段階的に回復していくと見込んで
おります。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合、又は新型コロナウイルス感染症拡大の影響
に関する仮定は不確実であり、今後の状況の変化によって判断を見直した場合には、翌連結会計年度に係る連結計算書類
における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借

対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該
社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」
中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の
回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに
三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（表示方法の変更）
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日　内閣府令第３号）が2022年３月31日から施行された
ことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分
等に合わせて表示しております。
２．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手

形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は5,701百万円であります。
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担保に供している資産
有価証券 63,188百万円

担保資産に対応する債務
預金 874百万円
コールマネー及び受渡手形 10,000百万円
借用金 49,805百万円

６．有形固定資産の減価償却累計額 11,975百万円
７．有形固定資産の圧縮記帳額 89百万円

３．担保に供している資産は次のとおりであります。

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券7,104百万円を差し入れております。
また、その他資産には、保証金18百万円及び敷金267百万円が含まれております。

４．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ
れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る
融資未実行残高は140,697百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが133,436百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行並びに
連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時におい
て必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

５．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差
額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日

1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評
価後の帳簿価額の合計額との差額2,036百万円

８．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は3,528
百万円であります。

（連結損益計算書関係）
「その他の経常費用」には貸出金償却17百万円、株式等償却17百万円及び株式等売却損954百万円を含んでおります。
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当連結会計
年度期首株式数

当連結会計
年度増加株式数

当連結会計
年度減少株式数

当連結会計
年度末株式数 摘　要

発行済株式
普通株式 67,309 ― ― 67,309
合 計 67,309 ― ― 67,309

自己株式
普通株式 723 0 42 680 (注)１、２
合 計 723 0 42 680

（決議） 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2 0 2 1 年  6  月 2 9 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 466百万円 7.00円 2021年 3 月31日 2021年 6 月30日

2 0 2 1 年 1 1 月  8  日
取 締 役 会 普通株式 333百万円 5.00円 2021年 9 月30日 2021年12月 6 日

合 計 799百万円

①配当金の総額 466百万円
②１株当たりの配当額 7.00円
③基準日 2022年３月31日
④効力発生日 2022年６月30日

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

(注) １　自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による０千株であります。
２　自己株式の株式数の減少42千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分による42千株及び単元未満株式の買増請

求に応じた０千株であります。
２．配当に関する事項

⑴　当連結会計年度中の配当金支払額

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
2022年６月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

なお、配当原資は利益剰余金とする予定としております。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
当行グループは、銀行業及びリース業などの金融サービス事業を行っております。主として金利変動を伴う金融資産及び
金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、金融資産及び金融負債の総合的管
理（ALM）を行い、安定的な収益を確保する運営に努めております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
当行グループが保有する金融資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金であり、顧客の契約不履行によっても
たらされる信用リスクに晒されております。当期の連結決算日現在における貸出金は、経済環境等の状況の変化により、
契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、有価証券は、主に株式、債券、投資信託であり、満期
保有目的、純投資目的及び政策投資目的で保有しているほか、商品有価証券として売買目的で保有しております。これら
は、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されておりま
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す。
一方、金融負債である譲渡性預金、コールマネー及び借入金等は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなく
なるリスク及び支払期日にその支払を実行できなくなるリスク等に晒されております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
当行は、リスク毎に管理規程を制定し管理担当部署でリスクの測定、管理手法の研究、リスクの極小化、顕在化の未然防
止策の検討、実践等を行い、その状況を経営管理部及びリスク管理委員会へ報告し、リスクの把握・統制に努めておりま
す。また、リスク管理委員会を毎月定例開催し、各リスクの現状の把握・分析・対応策等について検討し、その結果は、
経営会議を経て毎月の取締役会に報告され、指示を得る体制となっております。
金融商品に係るリスクカテゴリー毎の管理体制は以下のとおりであります。
①信用リスクの管理

当行グループは、当行の信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件毎の与信審査、信用情報管
理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの
与信管理は、各営業店のほか市場に応じてコーポレート部・法人事業部・リテール部・地域部の４部署、ならびに経営
管理部により行われ、また、定期的に経営陣による経営会議・投融資審査会等で、審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、市場金融部において、格付情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し
ております。

②市場リスクの管理
当行グループは、「市場リスク管理規程」において、リスクの定義、管理体制、測定・評価・管理の手法を定め、市場
取引に係るリスクを把握するとともに、リスクの許容範囲を勘案し、これを総合的に管理することで、適正な収益の確
保と市場関連業務の健全性・適切性を維持することを基本的なスタンスとしております。これらの市場リスク管理は、
市場金融部及び経営管理部が行っております。
(ⅰ) 金利リスクの管理

月次ベースで市場金融部及び経営管理部において金融資産及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、金利感応
度分析をはじめとするモニタリングを行い、ALM委員会において検討しております。これらの情報は経営管理部を
通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。

(ⅱ) 為替リスクの管理
当行グループは、国際業務の為替の変動リスクに関して個別案件毎に管理するとともに、対顧客取引における為替
変動リスクを回避するため為替予約取引等を行っております。また、有価証券運用に係る外貨建資産を含めて、市
場金融部と経営管理部が連携し、為替変動リスクの継続的なモニタリングを行っております。これらの情報は経営
管理部を通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。

(ⅲ) 価格変動リスクの管理
市場金融部において、６ヶ月毎に経営管理部との協議を経て、経済環境や金利見通しに基づく商品毎の基本スタン
ス・アセットアロケーションを含めた有価証券運用方針及び、ボリューム・利回り等からなる有価証券運用計画を
策定し、リスク量の適切な運用及び管理を行っております。
また、市場金融部と経営管理部が連携して、価格変動リスクの継続的なモニタリングを行っております。これらの
情報は経営管理部を通じ、リスク管理委員会及び経営会議において定期的に報告されております。
なお、上記の市場リスクに係るヘッジについては、必要に応じて当該金融資産・金融負債の担当部署がALM委員会
に諮り、検討する態勢となっております。

(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報
当行では、「貸出金」「有価証券」「預金」「借用金」等の市場リスクの影響を受ける金融商品を保有しておりま
す。これらの金融商品の市場リスクを把握するために、VaR（バリュー・アット・リスク）を使用して定量的に金
利リスク、価格変動リスク及び為替リスクを計測しております。
当行では、VaRの計測手法として分散共分散法を採用しており、信頼区間は99％、観測期間は５年とし、保有期
間については、純投資株式、投資信託は60日、政策投資株式は240日、債券、貸出金、預金等は120日、為替リ
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連結貸借対照表計上額 時　価 差　額
⑴　有価証券

満期保有目的の債券 11,526 11,833 306
その他有価証券 484,418 484,418 ―

⑵　貸出金 889,402
貸倒引当金（＊） △9,160

880,242 879,416 △825
資 産 計 1,376,187 1,375,667 △519

⑴　預金 1,238,815 1,238,864 48
⑵　譲渡性預金 31,000 31,000 ―
⑶　借用金 53,413 53,420 7

負 債 計 1,323,228 1,323,284 55

スクは60日としております。
2022年３月31日における市場リスク量（市場価格のない株式等及び組合出資金の市場リスクは除く）は、全体で
46,156百万円であります（金利リスク、為替リスク及び価格変動リスクを単純合算した合計額）。
なお、VaRは過去の市場変動をベースとし正規分布に基づいた発生確率で統計的に計測するため、通常では考えら
れないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
当行では、有価証券についてモデルが算出するVaRと実際の損益とを比較するバックテスティングを実施し、使用
するモデルの精度を確認する等して適切に対応を図り、保守的にリスク管理を行っております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当行グループは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって資金管理を行
い、流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、外国為替、コールマネー及
び売渡手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており、連結貸借対照表計上額
の重要性が乏しい科目につきましても記載を省略しております。

(単位：百万円)

(＊）　貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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区 分 連結貸借対照表計上額
非　上　場　株　式(＊１)(＊２) 1,885
組　合　出　資　金(＊３) 2,368

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 44,189 ― ― ― ― ―
有価証券 34,400 61,959 69,010 35,341 114,895 23,371

満期保有目的の債券 671 1,376 1,822 50 230 7,194
うち国債 ― ― ― ― ― 6,000

地方債 ― ― ― ― ― ―
社債 441 1,376 1,822 50 ― ―
その他 230 ― ― ― 230 1,194

その他有価証券のうち
満期があるもの 33,729 60,583 67,188 35,291 114,665 16,176

うち国債 12,000 ― ― ― 62,000 ―
地方債 5,122 444 444 544 4,645 ―
社債 6,100 13,460 14,370 5,700 1,200 8,200
その他 10,507 46,678 52,374 29,046 46,820 7,976

貸出金（＊） 281,868 111,944 95,765 55,100 121,084 196,664
合 計 360,459 173,904 164,776 90,442 235,979 220,035

(注１) 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有
価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

(＊１) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　
2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(＊２) 当連結会計年度において、非上場株式について17百万円減損処理を行っております。
(＊３) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019

年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注２) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

(＊) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない23,144百万円、
期間の定めのないもの3,829百万円は含めておりません。
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１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（＊） 1,070,897 144,466 23,451 ― ― ―
譲渡性預金 31,000 ― ― ― ― ―
借用金 52,740 612 60 ― ― ―

合 計 1,154,638 145,079 23,511 ― ― ―

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券

その他有価証券
国債・地方債等 74,302 11,328 ― 85,630
社債 ― 49,047 1,399 50,447
株式 102,662 ― ― 102,662
その他 99,590 6,901 1,200 107,692

資産計 276,554 67,278 2,600 346,433

(注３) 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

(＊)　預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しており
ます。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用

いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

⑴　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　　当連結会計年度（2022年3月31日）

(単位：百万円)
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券

満期保有目的の債券
国債・地方債等 6,384 ― ― 6,384
社債 ― 160 3,553 3,714
その他 ― 1,422 311 1,734

貸出金 ― ― 879,416 879,416
資産計 6,384 1,582 883,281 891,249

預金 ― 1,238,864 ― 1,238,864
譲渡性預金 ― 31,000 ― 31,000
借用金 ― 49,805 3,615 53,420

負債計 ― 1,319,669 3,615 1,323,284

⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
　　当連結会計年度（2022年3月31日）

(単位：百万円)

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産

有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しております。主に
上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社
債がこれに含まれます。相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用
いて時価を算定しております。評価に当たっては観測可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、倒産確率
及び倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価
に分類しております。

貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな
い限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の
種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引い
て時価を算定しております。また、一部の個人ローンは、商品ごとの元利金の合計額を、同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及
び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権
等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込
み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル３の時価に分類しております。
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期首残高

当期の損益又は
その他の包括利益 購入、売却、発行

及び決済の純額損益に計上
(＊１)

その他の包括利益に
計上(＊２)

有価証券
その他有価証券

社債 1,800 0 △1 △400
その他 3,338 △5 △32 △2,100

レベル３の時価
への振替

レベル３の時価
からの振替 期末残高

当期の損益に計上し
た額のうち連結貸借
対照表日において保
有する金融資産及び
金融負債の評価損益

有価証券
その他有価証券

社債 － － 1,399 －
その他 － － 1,200 －

負　債
預金、及び譲渡性預金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価としております。また、定期預金の時価
は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新
規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうで
ない場合はレベル２の時価に分類しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
⑴　重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年３月31日）

該当ありません。
⑵　期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年３月31日）

(単位：百万円)

（＊１）連結損益計算書の「有価証券利息配当金」に含まれております。
（＊２）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
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区分 当連結会計年度
経常収益 28,351

うち役務取引等収益 2,238
預金・貸出業務 773
投資信託業務 599
為替業務 513
代理業務 303
その他 48

１株当たりの純資産額 1,712円 ４銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 52円33銭

⑶　時価の評価プロセスの説明
当行グループは、時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各所管部署等が時価を算定しております。
算定された時価は、リスク管理部署にて時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分
類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。ま
た、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融
商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。

⑷　重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
該当ありません。

（収益認識関係）
(単位：百万円)

（注）役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等
に基づく収益も含んでおります。

（１株当たり情報）
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